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自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会 設置要綱 

（設置） 

１．内閣府に自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会（以下「検討会」という。）を置

く。 

（任務） 

２．検討会は、ＳＤＧｓ未来都市及びＳＤＧｓ自治体施策支援補助事業（以下「ＳＤ

Ｇｓ未来都市等」という。）に関する以下の事項を任務とする。 

（１）ＳＤＧｓ未来都市等の透明性、公平性、中立性を高めるため、ＳＤＧｓ未来

都市等の選定基準の検討、ＳＤＧｓ未来都市等の選定案の作成に資する客観的

評価及びＳＤＧｓ未来都市等の選定後の評価等に関する事項について調査及び

検討を行い担当大臣に助言する。

（２）ＳＤＧｓ未来都市等の推進のため、ＳＤＧｓ未来都市が策定するＳＤＧｓ未

来都市計画（以下「未来都市計画」という。）の策定時、さらに未来都市計画に

基づく取組実施時において、助言その他の支援を行うための企画立案等を行

う。

（構成） 

３．（１）検討会は、学識経験者等のメンバーで構成する。なお、必要に応じて、今後

メンバーを一部変更することも妨げられないものとする。

（２）座長は構成員が互選し、座長代理は座長が必要に応じて指名する。

（３）座長は必要に応じて、個別の議題について構成員をメンバーとするワーキン

ググループを設置・開催できる。ただし、座長が構成員以外の者の助言等が必

要と認める場合には、構成員以外の者を協力メンバーとして指名することがで

きる。

（招集） 

４．検討会の会議は、座長が招集する。 

（会議の開催） 

５．検討会は、構成員の３分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができな

い。ただし、座長は、やむを得ない理由により検討会の会議を開く余裕のない場合

においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見を徴すること

をもって、会議に代えることができる。 

（議事の公開） 

６．検討会の会議は公開する。また、議事要旨を作成し、検討会の会議の終了後速や

かに公開する。ただし、会議及び議事要旨について、座長が公開することにより支

障があると認める場合には、非公開とすることができる。 

参考資料２
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（庶務） 

７．検討会の庶務は、内閣府地方創生推進室において処理する。 

 

（雑則） 

８．この要綱に定めるもののほか、検討会の議事及び運営に関し必要な事項は、座長

が定める。 

 

（附則） 

この要綱は、平成 30 年１月 22日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、平成 30 年７月 25日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和３年１２月３日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和６年１月４日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和７年３月 21 日から施行する。 

 


